
内
閣
衆
質
一
五
四
第
一
六
三
号

平
成
十
四
年
八
月
二
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
国
家
公
務
員
の
天
下
り
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
四
年
八
月
二
日
受
領

答
弁
第
一
六
三
号



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
国
家
公
務
員
の
天
下
り
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
、
二
及
び
四
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
の
退
職
後
に
お
け
る
再
就
職
の
状
況
は
、
公
務
を
離
れ
た
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
、
一
般
に
政
府
が
把

握
す
べ
き
立
場
に
は
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
そ
れ
ぞ
れ
の
事
項
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

退
職
し
た
国
家
公
務
員
に
対
し
て
お
尋
ね
の
よ
う
な
制
限
を
課
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
職
業
選
択
の
自
由
等
と
の
関
係
も

考
慮
し
つ
つ
、
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

過
去
十
年
間
の
警
察
庁
、
公
正
取
引
委
員
会
事
務
総
局
、
検
察
庁
及
び
国
税
庁
の
職
員
の
退
職
後
の
再
就
職
の
状
況
は
、

公
務
を
離
れ
た
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
、
一
般
に
政
府
が
把
握
す
べ
き
立
場
に
は
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
事
項
の

す
べ
て
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
平
成
十
一
年
八
月
十
六
日
か
ら
平
成
十
三
年
八
月
十
五
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
警
察
庁
、
公
正
取
引
委
員
会
事
務

総
局
、
法
務
省
及
び
国
税
庁
の
職
員
で
課
長
相
当
職
以
上
で
退
職
し
た
も
の
の
再
就
職
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
既
に
公
表
し

一



て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

二



三



四



五



六



七



八


